
  
 

一

 
 

 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
体
育
の
日
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
の
日 

 

十
月
の
第
二
月
曜 

 

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
他
者
を
尊
重
す
る
精
神
を
培
う
と
と
も
に
、
健
康
で 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日 
 
 

 
 
 

 
 

活
力
あ
る
社
会
の
実
現
を
願
う
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

２ 

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
体
育
の
日
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
の
日
」
に
改
め
る
。 

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

３ 

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律



 

  
 

二

第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
中
「
体
育
の
日
の
項
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
の
日
の
項
」
に
改
め
る
。 

 
 



  
 

三

 
 

 
 
 

理 

由 

 

体
育
の
日
を
ス
ポ
ー
ツ
の
日
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


